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白崎海洋公園の一部開園について

～４月２０日（土）に一部開園～

由良町の観光拠点である白崎海洋公園は、昨年９月の台風 21 号の高波により甚大な被害を

受けたため休園し、復旧に向け工事を進めてまいりましたが、この度、一部の施設を除き開園

いたしました。

一部開園日の 20 日（土）と 21 日（日）の両日には、公園内のパークセンター及びその周辺で、

由良町をはじめとする日高地方の産品を販売する軽トラ市を開催し、町内外から延べ約 1,500

名の方々の利用がありました。

また、屋外のベンチに座って海を見ながらランチを楽しまれたり、展望台からの白崎海岸の

絶景を楽しまれている多くの観光客の方々も見受けられました。

※　道路情報や観光情報等の提供を行う「道の駅　白崎海洋公園」を併せて再開いたしました。



3

白崎海洋公園の現況及び

４月 20 日（土）から白崎海洋公園が一部開園しましたが、現在の開園範囲については、次のマッ

プのとおりとなっておりますので、ご参照ください。また、⑤展望台をご利用される方につい

ては、②の駐車場へ駐車いただき、④の遊歩道から徒歩にて向かうことができます。

今後、閉鎖している公園内施設を復旧させ、開園範囲を順次拡大していく予定です。

住　　所：由良町大引９６０－１
開園時間：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
　　　　　※　ただし、駐車場及び公衆トイレは 24 時間利用可能
お問合せ：産業建設課　ＴＥＬ６５－１２０３　　ＦＡＸ６５－０２７７

白 崎 海 洋 公 園 情 報

①パークセンター ②駐車場 ③公衆トイレ

⑤展望台④遊歩道

①

②

③

④

⑤

今後の予定について
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昨年度に実施した由良町結婚マッチング支援事業の婚活イベン
トで出会った井上さん、堀江さんのお二人がご結婚されました。

令和元年の初日である５月１日に婚姻届を提出されたお二人に
対し、５月９日、役場において畑中町長から祝福の言葉とともに、
記念品として、ペアのタンブラーグラスを贈呈しました。

町長から記念品を受ける井上夫妻 婚姻届を提出される井上夫妻

由良町推奨産品の登録募集について

町産品が持つ魅力や価値を発信する手段の一つとして、また、知名度の向上を図るため、由良
町推奨産品の登録募集を行います。

登録されますと、推奨産品として登録したことを示す登録マークを使用し、産品、その容器、
包装等に貼付し、販売することができます。

また、町のホームページの掲載や町の各種事業での優先利用も可能となります。
消費者への情報提供並びに需要、販路拡大のために、ぜひご登録ください。

～登録を希望される方へ～
登録には申請が必要です。登録を希望される方は次のとおり申請を行ってください。

〇対象産品
農林水産品、農林水産加工品、醸造品、菓子類、
民工芸品、その他町長が適当と認めるもの

〇申請期間
通年

〇申請方法
申請書は、町のホームページからダウンロードし、産業建設課へ提出してください。

由良町結婚マッチング支援事業成婚第１号

詳しいことについては、産業建設課（ＴＥＬ６５－１２０３）までお問い合わせください。
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広域マラソン大会（仮称）発足式が

行われました

４月 26 日（金）に湯浅町役場で、湯浅町・広川町・由良町の３町による広域マラソン大会（仮
称）の開催に向けた発足式が行われました。

広域マラソンは、由良町の白崎海洋公園から広川町を経て、湯浅町のなぎの里球場までの約
21 キロの海岸線を走るコースを予定しています。

発足式では、湯浅町の上
うえやま

山 章
あきよし

善町長及び楠
くす

 義
よしたか

隆教育長、広川町の西
にしおか

岡 利
と し き

記町長及び松
まつばやし

林 
章
あきら

教育長、由良町の畑
はたなか

中 雅
ま さ お

央町長及び寒
そうがわ

川 正
ま さ み

美教育長が出席し、開催日を令和２年３月 22
日（日）とすることを決定しました。

今後、大会実行委員会を発足し、具体的なコース設定や大会名称など大会開催に向けた協議
を行ってまいります。

発足式の様子

広域マラソン大会（仮称）発足式が

行われました
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在宅育児支援事業

風しんの抗体検査 ・予防接種の事業が始まりました

在宅育児支援事業

風しんの抗体検査 ・予防接種の事業が始まりました

昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日生まれの男性の皆さま

●在宅育児支援事業とは
平成 30 年度より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第２子以降の

０歳児を在宅で育てている方に対象となる乳児１人あたり月額３万円を毎月支
給する事業です。（最大 36 万円）

対象となる乳児
次の要件をすべて満たしている必要があります。

①本町に住所を有している。
②満１歳に満たない。（平成 31 年４月１日時点で１歳未満又は平成 31 年４月１日以降の出生）
③同一世帯内の第２子以降である。

支給対象者
次の要件をすべて満たしている必要があります。

①本町に住所を有している。
②対象となる乳児を家庭内で保育している。
③対象となる乳児について出産手当金及び育児休業給付金を受給していない。
④対象となる乳児について保育所等の利用者負担軽減事業（県と町が協力して実施する第２子

以降を対象とした保育料等無償化事業）の助成を受けていない。
⑤本町への居住が、里帰り出産等の一時的なものでない。
⑥生活保護を受給していない。

　詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

風しんは、感染者のせきやくしゃみ等で感染し、成人は重症化する可能性があります。また、妊
娠初期の妊婦が感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症
候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。そのため、風しんの抗体保有率が他の世代より
少ない男性の方を対象に次の事業を実施します。

○　事業概要
本年度は、昭和 47 年４月２日から昭和 54 年４月１日生まれの男性に対し、

５月に風しんの抗体検査、予防接種に係るクーポン券を送付しています。クーポ
ン券をお持ちの方は、自己負担なしで抗体検査・予防接種を受けていただけます。
また、昭和 37 年４月２日から昭和 47 年 4 月１日生まれの男性には、来年度以
降クーポン券を送付しますが、本年度に抗体検査・予防接種をご希望の方は住民
福祉課までご連絡ください。

※　まずは抗体検査を受けてください。検査の結果、十分な量の抗体がなかっ
た方は、予防接種を受け、風しんからあなた自身と周りの人を守りましょう。

詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。



7

「由良町健康ポイント事業」 に参加しませんか？「由良町健康ポイント事業」 に参加しませんか？
健康づくりへの習慣と関心を高め、楽しく継続的な健康づくりに取り組んでもらうことを目的に、「由

良町健康ポイント事業」を実施しています。

●対象者　　　
本町に住所を有し、令和２年３月末までに 40 歳～ 74歳になる方

●参加方法
①由良町健康ポイントカードを取得する

住民福祉課に由良町健康ポイント事業参加申込書を提出し、健康ポイントカードを受け取ります。
②ポイントをためる

健診や健康イベント等に参加する。参加後に、住民福祉課に健康ポイントカードを提示すると、スタ
ンプが押印され、ポイントが付与されます。
ただし、既にポイントカードをお持ちの方は、そのポイントカードからご使用ください。

③ポイントと賞品を交換する
3,000 ポイントを集め、健康ポイントカードと由良町健康ポイント交換申請書を住民福祉課まで提出
し、後日賞品を受け取ります。

●注意事項
※　健康ポイント事業参加申込、健康ポイント交換申請には印鑑が必要となります。
※　健康ポイントカードを紛失した場合、それまでのポイントは無効となりますが、紛失したカードを

発見した等ポイントが確認できるときは、ポイントを合算することができます。
※　ポイントは本人に限り有効です。他の人とポイントを合算することはできません。
※　交換できなかったポイントは翌年度に繰り越せます。
※　職場等で受けた健診も対象です。ポイントの付与を受けるには、健診を受けたことが確認できるも

の（健診の結果等）をご持参ください。

～ポイント対象となる健康づくり事業～

特定健診 ８００ポイント
胃がん検診

５００ポイント肺がん検診
大腸がん検診
子宮頸がん検診

３００ポイント
乳がん検診
ウォーキングイベント

１００ポイント運動教室（１回につき）
由良町主催のイベント内の健康コーナー（１回につき）

詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

ＺＴＶ回線経由　11 チャンネルにて

「由良町歌でストレッチ」 「由良町健康いきいき体操」 放送中
　
放送時間　　　10 時、15 時、20 時

運動不足を自覚している皆さま、自宅でできる体操を紹介しています！！
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２
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自衛官候補生採用試験のお知らせ

　詳しいことについては、自衛隊御坊地域事務所　（御坊市湯川町小松原４１０－１　丸仁第
１ビル 1 階　ＴＥＬ２３－００２０）までお問い合わせください。

※　給与には、年 2 回のボーナス
の他に、各種手当が加算支給さ
れます。また、宿舎費は無料で
衣・食・寝具等も支給又は貸与
されます。

○自衛隊では、陸・海・空自衛官候補生を募集しています。

◇身　　分：特別職国家公務員
◇募集資格：18 歳以上 33 歳未満の男女（32 歳の方は、条件があります。）

　◇試験期日：６月 29 日（土）
◇場　　所：和歌山県民文化会館（大会議室）
◇受　　付：試験日の前日まで

●特例退職手当：任期満了毎に特例退職手当を支給
陸上自衛官

１任期目：１年９か月
２任期目：２年

海上・航空自衛官
１任期目：２年９か月
２任期目：２年

１任期 約 57 万円 約 94 万円

２任期 約 144 万円 約 150 万円

防災行政無線（町内放送）のデジタル化について
現在、防災行政無線（町内放送）のアナログからデジタルへの切り替え作

業中ですが、放送音声が人の音声から機械の音声へ変更されます。

また、放送内容の確認については、これまでの電話での確認サービス（Ｐ

１２記載）に加え、メール（登録制）やホームページ、ケーブルテレビでの

確認機能を随時追加していきます。

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。
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御坊警察署による訓練が由良町防災ヘリポートで実施されました

５月５日（日）、由良町防災ヘリポートにおいて、

御坊警察署が、警察本部との連携強化を図ることを目

的とした合同訓練を実施しました。

訓練の内容については、大規模災害を想定したもの

で、警察ヘリを使用した搬送訓練をはじめ、指揮所の

設置・運営訓練や情報収集訓練が行われました。

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、年度当初に労働保険料を概算で
申告・納付し、翌年度当初に確定精算することとなっています。この手続きを「年度更新」と
いいます。

事業場あてに年度更新用の申告書が郵送されますので、申告書を作成の上、６月 3 日から７
月 10 日までの間に申告・納付をお願いします。

春の全国交通安全運動が５月 11 日（土）から始まり、５月 13 日（月）には、吹井の県道
にて街頭啓発を実施し、交通指導員や交通安全協会由良分会員等が、通行する車に安全運転を
呼びかけました。

和歌山労働局からのお知らせ

交通安全活動報告

事業主の皆さまへ

～街頭啓発を実施しました～

令和元年度の労働保険年度更新について

　詳しいことについては、和歌山労働局のホームページをご覧いただくか、和歌山労働局総
務部労働保険徴収室（ＴＥＬ０７３－４８８－１１０２）までお問い合わせください。
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部員 No.038

ゆら部  ～ Yura Love ～

住 民 全 員 顔 見 知 り 作 戦

◯お名前　　
　　木

きのした

下　獅
し ど

斗くん　
◯ねんれい　　
　　１さい　
◯お住まい　　
　　阿戸区
◯好きな食べもの

うどん
◯由良町の好きな場所

阿戸公園（御旅所）
◯好きなあそび

ボールあそび

やっほー♪由良町観光 PR キャラクターの「ゆらの助」だよ！
最近、随分と暑くなって夏みたいになってきたね！季節の変わり目は風邪ひかないように気を付けて

ね！

〇白崎海洋公園
僕は４月に一部オープンした「白崎海洋公園」に行ってきたよ！
みんなももう来てくれたかな？
ゴールデンウィークにも由良町の産品が販売されてたよ！
この日も海がすごく綺麗だったよ！

「ゆらの助」活動日誌♪「ゆらの助」活動日誌♪

ＱＲコード
ゆらの助の日々の活動などを Facebook で随時更新中！ぜひチェックしてね♪

ゆらの助 Facebook ページＵＲＬ

www.facebook.com/yuranosuke.30383

役場の人たちと記念サツエイしたよ きいちゃんも来てくれたよ
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広
報　

ゆ
ら

由良町カレンダー

　ごみ収集日１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　ごみ収集日２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月号

NO.

✂

✂

✂

『防災無線』電話で確認サービス（無料）

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

由良町の人口と世帯

2019年

６

349

（　）前月比
平成 31 年４月末現在

人口 5,738 （　　0）
男性 2,817 （－　1）
女性 2,921 （　　1）
世帯数 2,710 （　 10）

1 土

2 日

3 月
可燃
１

4 火
・健康相談（衣奈会館）
・消費生活相談窓口（白崎会館）

可燃
２

5 水
プラス

チック

6 木
・健康相談（由良町中央公民館） 可燃

１

7 金
可燃
２

8 土

9 日

10 月
可燃
１

11 火
可燃
２

12 水 不燃

13 木
・無料法律相談（由良町中央公民館） 可燃

１

14 金
可燃
２

15 土

16 日
・総合健診（衣奈会館）

17 月
可燃
１

18 火
・消費生活相談窓口（由良町中央公民館）可燃

２

19 水
・粗大ごみ（南・江ノ駒） 資源

１

20 木
可燃
１

21 金
可燃
２

22 土
・「リフレッシュ瀬戸内」海岸清掃活動

23 日

24 月
可燃
１

25 火
可燃
２

26 水
・粗大ごみ（衣奈） 資源

２

27 木
可燃
１

28 金
可燃
２

29 土

30 日


